
基本法改正は食料安保をめぐる現場での

課題にどう応えようとしているのか

東京大学名誉教授
谷口 信和

1

農業協同組合研究会 2024年度研究大会 解題資料 2024.4.20



2

Ⅰ 2024年改正基本法における食料安全保障
1．食料安全保障問題に終始した改正基本法 ⇒農業・農村についてはほぼ現行法踏襲

にもかかわらず、不十分な食料安保対応
第1章 総則（第1～16条）
第2条 食料安全保障の確保(基本理念に関わる)
①良質な食料への国民1人1人のアクセス（2-1）
②食料の合理的な価格での安定的供給（2-1）
③国内生産増大・安定的な輸入と備蓄の確保（2-2）
④海外への輸出を通じた食料供給能力の維持（2-4）
⑤合理的な価格形成は需給事情・品質評価を適切
に反映し、合理的な費用を考慮すべし（2-5）

第2章 基本的施策（第17～25条）
第1節 基本計画 第17条
⑥食料安保の動向に関する基本計画策定（17-2-2）
⑦食料自給率の向上その他の食料安保の確保に
関する改善（17-3）

第2節 食料安全保障
⑧食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の確保促進・食料の寄付の円滑化を図る（第19条）
⑨農産物の安定的な輸入確保のため、輸入相手国の多様化、相手国への投資促進を図る（21-1）
⑩輸入により国内農産物生産に重大な支障を与える場合、関税率調整・輸入制限等を実施する（21-2）
⑪肥料等の農業資材の安定的な輸入確保のため、輸入相手国の多様化、相手国への投資促進を図る（21-3）
⑫農業者・食品産業事業者の収益性向上のため農産物輸出促進の多様な取り組みを実施する（第22条）
⑬食料の価格形成における食料の持続的な供給に要する合理的な費用の考慮（第23条）
⑭凶作・輸入の減少等の不測の事態が発生する恐れが認められたときから、備蓄する食料の供給・食料輸入の拡
大等を図る。食料増産・流通制限等の措置を講ずる（24-1，2）
⑮農産物・農業資材の安定的な輸入の確保に資する国際協力を推進する（第25条）

アクセス①⑧
合理的価格②⑤⑬ ⑥

③             ⑨⑩⑪⑮

⑦
輸出④⑫

⑭
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Ⅰ 2024年改正基本法における食料安全保障

2．全体的な特徴
①二本立ての食料安全保障確保法
：基本法＝平時と不測時にまたがる食料安全保障(前進面)
食料供給確保困難事態対策法＝不測時への対応を不測時の発生認知段階から開始する
基本法における平時の食料安全保障の位置づけがむしろ低下した（重大な後退面）

②国民一人一人の食料へのアクセスを、良質な食料と合理的な価格での供給と定義した
：貧富の格差拡大下で食料アクセスを提起したことは重要（前進面）

⇔前提条件としての食料自給率向上が後景に退いた（重大な後退面）
適正な価格形成に生産者も消費者も期待したが、合理的な価格形成（現行法に回帰）に落ち
着いた（定義不明瞭・アリバイ的対応・実現困難）

 
 ③輸出による食料供給能力の維持を通じて食料安保を達成するという倒錯的な政策方向の強調

④国内生産と備蓄に関しては新機軸はもちろん、新たな提案もなく、従来の文言の踏襲・継続
：国民的な運動の視点が欠如し、農業者・食品産業事業者の対応に傾斜した食料安保政策

⑤食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面が重視され、負荷低減による環境との
調和が著しく強調されている（農業の外部不経済の強調と外部経済のトーンダウン+食料自給
率向上が食料安全保障を担保するだけでなく、CO2削減に貢献する側面の無視）（地産地消）

⑥ グローバルサプライチェーンを代替する地産地消を軸とした地域循環型農業・経済へのシフト
の視点が欠如⇒自給率向上・地産地消・耕畜連携・CO2削減・耕作放棄地活用・多様な担い手
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Ⅱ 改正基本法における「適正な価格形成」の行方？
②、⑤、⑬第２条第1項、第5項、第23条（②などはスライド2に対応している）

基本法改正に大きな期待がかかった「価格転嫁」や「適正な価格形成」だが・・・
⇒ この文言は改正法にはどこにもない

改正法
第2条第5項：食料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が適切に反映さ

れつつ・・・農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者に
よりその持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならな
い。

第23条 ：国は、食料の価格の形成に当り・・・食料の持続的な供給に要する合理的な費用が
考慮されるよう・・・合理的な費用の明確化の促進・・・

第39条 ：国は、農産物の価格の形成について・・・需給事情及び品質評価が適切に反映され
るよう

     改正案では「適正な価格の形成」ではなく、現行法と同様の「合理的な価格の形成」が用いられ
ている

現行法（農産物の価格の形成と経営の安定）
第2条 ：良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されねばならない
第30条 ：国は・・・農産物の価格が需給事情及び品質評価を適切に反映して形成されるよう

⇒ この含意は農産物価格は市場原理に基づいて決定されるべきであり、合理的に説明可
能な価格（国民の理解と納得が得られる水準の価格＝合理的な価格）であって、農業所
得確保をめざすような価格政策を排除することを宣言したものだということである
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Ⅱ 改正基本法における「適正な価格形成」の行方？
ポイント
(1)「適正な価格形成」という言葉は「適正な価格」の形成と理解されているが、これは誤
解であるという。

(2)農水省の担当者によると、正確な解釈は「農産物・食料の価格」の「適正な形成」で
あり、「合理的な費用」を明確化することにより、「農産物・食料」の「合理的な価格が
形成」されるというものである。合理的に説明可能な「費用・価格」ということになる。

(3)「適正な価格」には「農業者の所得が補償される価格」という含意があるが、「合理的
な価格」にはそれがない。

 筆者の意見 
  (1)消費者がアクセスできる食料価格（所得水準に依存する）と農業者の再生産保障価

格（所得補償価格）は一致する保証はない。
(2)食料価格と農業資材価格の高騰は市場価格と所得水準との見合いで緊急的な対応
が求められるべきものである。

(3)農業生産者の所得確保は第一義的には価格＝消費者負担ではなく、財政支出に基
づく直接支払いによって行われるべき（WTO体制が到達した高み）。

(4)日本の場合、多面的機能支払い（直接支払い）が農業者の所得として認識されてい
ないのは、条件不利地域政策（中山間地域直接支払）の不完全性に問題がある。
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Ⅲ 改正基本法の致命的な欠陥

1．食料自給率向上と積極的な備蓄論を欠いた食料安全保障論

2．地産地消と耕畜連携の位置づけがない農業の持続的な発展

3．1と2を支える「農業の多様な担い手」と耕作放棄地復旧・農地確保
(1)多様な農業者の位置づけは

第26条第1項：効率的かつ安定的な農業経営を育成し・・・
第2項：効率的かつ安定的な農業経営を営む者及びそれ以外の多様な農業者により

農業生産活動が行われることで農業生産の基盤である農地の確保が図られる
よう・・・

第27条 専ら農業を営む者等による農業経営の展開
         第28条 農地の確保及び有効利用にあたっては効率的かつ安定的な農業経営を営む者に

対する農地の利用集積を図る・・・

多様な農業者は農業生産を行うことによって農地の確保に貢献する限りでの役割の評価でし
かなく、食料安全保障における位置づけが与えられてはいない。にもかかわらず、食料供給
困難事態対策法案では政策対象とされているチグハグさ。

（2）選別的な担い手政策に変更がないという当局者の説明と法案のズレ
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Ⅳ 報告の位置づけ
生活クラブと産直における適正価格 2011年 加藤論文
東京農大・農村研究

学校給食だけでなく子ども食堂も
JA常陸 秋山組合長

コウノトリが甦った豊岡市の壮大な物語
JAたじま 西谷常務
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